
退職一時金
のみ

退職一時金
と退職年金
の併用

退職年金
のみ

1,060 756 574 156 26 256 48
(100.0) ( 71.3) ( 24.2) ( 4.5)

<100.0> < 75.9> < 20.6> < 3.4>
94 87 49 34 4 4 3

(100.0) ( 92.6) ( 4.3) ( 3.2)
<100.0> < 56.3> < 39.1> < 4.6>

966 669 525 122 22 252 45
(100.0) ( 69.3) ( 26.1) ( 4.7)

<100.0> < 78.5> < 18.2> < 3.3>
89 76 60 14 2 13 -

(100.0) ( 85.4) ( 14.6) -
<100.0> < 78.9> < 18.4> < 2.6>

297 253 192 55 6 30 14
(100.0) ( 85.2) ( 10.1) ( 4.7)

<100.0> < 75.9> < 21.7> < 2.4>
64 46 30 13 3 15 3

(100.0) ( 71.9) ( 23.4) ( 4.7)
<100.0> < 65.2> < 28.3> < 6.5>

67 46 38 7 1 18 3
(100.0) ( 68.7) ( 26.9) ( 4.5)

<100.0> < 82.6> < 15.2> < 2.2>
181 127 101 23 3 49 5

(100.0) ( 70.2) ( 27.1) ( 2.8)
<100.0> < 79.5> < 18.1> < 2.4>

50 40 23 14 3 7 3
(100.0) ( 80.0) ( 14.0) ( 6.0)

<100.0> < 57.5> < 35.0> < 7.5>
29 21 15 5 1 5 3

(100.0) ( 72.4) ( 17.2) ( 10.3)
<100.0> < 71.4> < 23.8> < 4.8>

65 46 35 10 1 17 2
(100.0) ( 70.8) ( 26.2) ( 3.1)

<100.0> < 76.1> < 21.7> < 2.2>
52 15 12 3 - 33 4

(100.0) ( 28.8) ( 63.5) ( 7.7)
<100.0> < 80.0> < 20.0> -

28 17 15 2 - 11 -
(100.0) ( 60.7) ( 39.3) -

<100.0> < 88.2> < 11.8> -
22 10 7 - 3 10 2

(100.0) ( 45.5) ( 45.5) ( 9.1)
<100.0> < 70.0> - < 30.0>

53 18 18 - - 30 5
(100.0) ( 34.0) ( 56.6) ( 9.4)

<100.0> <100.0> - -
63 41 28 10 3 18 4

(100.0) ( 65.1) ( 28.6) ( 6.3)
<100.0> < 68.3> < 24.4> < 7.3>

618 398 332 56 10 195 25
(100.0) ( 64.4) ( 31.6) ( 4.0)

<100.0> < 83.4> < 14.1> < 2.5>
279 221 157 56 8 43 15

(100.0) ( 79.2) ( 15.4) ( 5.4)
<100.0> < 71.0> < 25.3> < 3.6>

163 137 85 44 8 18 8
(100.0) ( 84.0) ( 11.0) ( 4.9)

<100.0> < 62.0> < 32.1> < 5.8>

（単位：社、％）

10 ～ 49 人

学 術 研 究 ，
専門・技術サービス業

建 設 業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

生活関連サービス業，
娯 楽 業

製 造 業

教 育 ， 学 習 支 援 業
( 学 校 教 育 を 除 く ）

医 療 ， 福 祉

無記入
集計
企業数

制度あり 制度なし

50 ～ 99 人

100 ～ 299 人

調 査 産 業 計

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に
分 類 さ れ な い も の ）

労組有

労組無

第７表－①　退職金制度
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社内準備
中小企業退職
金共済制度

特定退職金
共済制度

退職金保険
その他の
社外準備

無記入

730 470 354 43 78 51 10

(100.0) ( 64.4) ( 48.5) ( 5.9) ( 10.7) ( 7.0) ( 1.4)

83 64 32 3 6 12 1

(100.0) ( 77.1) ( 38.6) ( 3.6) ( 7.2) ( 14.5) ( 1.2)

647 406 322 40 72 39 9

(100.0) ( 62.8) ( 49.8) ( 6.2) ( 11.1) ( 6.0) ( 1.4)

74 50 45 6 7 3 1

(100.0) ( 67.6) ( 60.8) ( 8.1) ( 9.5) ( 4.1) ( 1.4)

247 146 144 17 25 17 5

(100.0) ( 59.1) ( 58.3) ( 6.9) ( 10.1) ( 6.9) ( 2.0)

43 34 15 1 5 7 -

(100.0) ( 79.1) ( 34.9) ( 2.3) ( 11.6) ( 16.3) -

45 31 19 2 3 5 1

(100.0) ( 68.9) ( 42.2) ( 4.4) ( 6.7) ( 11.1) ( 2.2)

124 81 60 8 18 6 1

(100.0) ( 65.3) ( 48.4) ( 6.5) ( 14.5) ( 4.8) ( 0.8)

37 28 5 1 1 3 1

(100.0) ( 75.7) ( 13.5) ( 2.7) ( 2.7) ( 8.1) ( 2.7)

20 16 4 - - 1 1

(100.0) ( 80.0) ( 20.0) - - ( 5.0) ( 5.0)

45 28 19 4 4 4 -

(100.0) ( 62.2) ( 42.2) ( 8.9) ( 8.9) ( 8.9) -

15 11 6 - 1 - -

(100.0) ( 73.3) ( 40.0) - ( 6.7) - -

17 9 7 1 1 - -

(100.0) ( 52.9) ( 41.2) ( 5.9) ( 5.9) - -

7 5 4 - 1 1 -

(100.0) ( 71.4) ( 57.1) - ( 14.3) ( 14.3) -

18 13 7 - 2 - -

(100.0) ( 72.2) ( 38.9) - ( 11.1) - -

38 18 19 3 10 4 -

(100.0) ( 47.4) ( 50.0) ( 7.9) ( 26.3) ( 10.5) -

388 236 202 26 47 21 4

(100.0) ( 60.8) ( 52.1) ( 6.7) ( 12.1) ( 5.4) ( 1.0)

213 143 102 13 23 21 4

(100.0) ( 67.1) ( 47.9) ( 6.1) ( 10.8) ( 9.9) ( 1.9)

129 91 50 4 8 9 2

(100.0) ( 70.5) ( 38.8) ( 3.1) ( 6.2) ( 7.0) ( 1.6)

（単位：社、％）

労組無

運 輸 業 ， 郵 便 業

10 ～ 49 人

50 ～ 99 人

医 療 ， 福 祉

情 報 通 信 業

複数回答
退職一時金制
度導入企業数

労組有

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

調 査 産 業 計

区分

建 設 業

製 造 業

（注）複数回答のため、合計は集計企業数と一致しない。

100 ～ 299 人

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ，
専門・技術サービス業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

生活関連サービス業，
娯 楽 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に
分 類 さ れ な い も の ）

教 育 ， 学 習 支 援 業
( 学 校 教 育 を 除 く ）

第７表－②　退職一時金の支払準備形態
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730 321 28 157 115 74 35

(100.0) ( 44.0) ( 3.8) ( 21.5) ( 15.8) ( 10.1) ( 4.8)

83 39 4 5 25 6 4

(100.0) ( 47.0) ( 4.8) ( 6.0) ( 30.1) ( 7.2) ( 4.8)

647 282 24 152 90 68 31

(100.0) ( 43.6) ( 3.7) ( 23.5) ( 13.9) ( 10.5) ( 4.8)

74 37 - 15 10 9 3

(100.0) ( 50.0) - ( 20.3) ( 13.5) ( 12.2) ( 4.1)

247 112 10 53 39 18 15

(100.0) ( 45.3) ( 4.0) ( 21.5) ( 15.8) ( 7.3) ( 6.1)

43 15 3 14 5 4 2

(100.0) ( 34.9) ( 7.0) ( 32.6) ( 11.6) ( 9.3) ( 4.7)

45 24 1 9 6 4 1

(100.0) ( 53.3) ( 2.2) ( 20.0) ( 13.3) ( 8.9) ( 2.2)

124 52 5 29 17 12 9

(100.0) ( 41.9) ( 4.0) ( 23.4) ( 13.7) ( 9.7) ( 7.3)

37 17 3 1 10 5 1

(100.0) ( 45.9) ( 8.1) ( 2.7) ( 27.0) ( 13.5) ( 2.7)

20 9 1 3 6 1 -

(100.0) ( 45.0) ( 5.0) ( 15.0) ( 30.0) ( 5.0) -

45 18 3 8 9 5 2

(100.0) ( 40.0) ( 6.7) ( 17.8) ( 20.0) ( 11.1) ( 4.4)

15 4 - 3 3 5 -

(100.0) ( 26.7) - ( 20.0) ( 20.0) ( 33.3) -

17 8 - 6 1 2 -

(100.0) ( 47.1) - ( 35.3) ( 5.9) ( 11.8) -

7 3 - 1 1 2 -

(100.0) ( 42.9) - ( 14.3) ( 14.3) ( 28.6) -

18 6 - 8 - 2 2

(100.0) ( 33.3) - ( 44.4) - ( 11.1) ( 11.1)

38 16 2 7 8 5 -

(100.0) ( 42.1) ( 5.3) ( 18.4) ( 21.1) ( 13.2) -

388 169 15 105 36 43 20

(100.0) ( 43.6) ( 3.9) ( 27.1) ( 9.3) ( 11.1) ( 5.2)

213 101 10 33 41 18 10

(100.0) ( 47.4) ( 4.7) ( 15.5) ( 19.2) ( 8.5) ( 4.7)

129 51 3 19 38 13 5

(100.0) ( 39.5) ( 2.3) ( 14.7) ( 29.5) ( 10.1) ( 3.9)

退職金算定基
礎額×支給率

退職金算定基
礎額×支給率
＋一定額

勤務年数に応
じた一定額

ポイント制（退
職金ポイント×
ポイント単価）

その他

（単位：社、％）

労組無

運 輸 業 ， 郵 便 業

10 ～ 49 人

50 ～ 99 人

医 療 ， 福 祉

情 報 通 信 業

金 融 業 ， 保 険 業

調 査 産 業 計

退職一時金制
度導入企業数

労組有

卸 売 業 ， 小 売 業

区分

建 設 業

製 造 業

無記入

100 ～ 299 人

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ，
専門・技術サービス業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

生活関連サービス業，
娯 楽 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に
分 類 さ れ な い も の ）

教 育 ， 学 習 支 援 業
( 学 校 教 育 を 除 く ）

第７表－③　退職一時金の算出方法
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349 133 114 9 17 50 19 7

(100.0) ( 38.1) ( 32.7) ( 2.6) ( 4.9) ( 14.3) ( 5.4) ( 2.0)

43 14 12 1 2 12 2 -

(100.0) ( 32.6) ( 27.9) ( 2.3) ( 4.7) ( 27.9) ( 4.7) -

306 119 102 8 15 38 17 7

(100.0) ( 38.9) ( 33.3) ( 2.6) ( 4.9) ( 12.4) ( 5.6) ( 2.3)

37 14 11 2 3 5 - 2

(100.0) ( 37.8) ( 29.7) ( 5.4) ( 8.1) ( 13.5) - ( 5.4)

122 47 44 2 4 17 7 1

(100.0) ( 38.5) ( 36.1) ( 1.6) ( 3.3) ( 13.9) ( 5.7) ( 0.8)

18 7 4 1 1 4 1 -

(100.0) ( 38.9) ( 22.2) ( 5.6) ( 5.6) ( 22.2) ( 5.6) -

25 12 5 - 2 5 1 -

(100.0) ( 48.0) ( 20.0) - ( 8.0) ( 20.0) ( 4.0) -

57 20 25 3 4 3 1 1

(100.0) ( 35.1) ( 43.9) ( 5.3) ( 7.0) ( 5.3) ( 1.8) ( 1.8)

20 5 2 - - 8 4 1

(100.0) ( 25.0) ( 10.0) - - ( 40.0) ( 20.0) ( 5.0)

10 2 4 1 1 - 1 1

(100.0) ( 20.0) ( 40.0) ( 10.0) ( 10.0) - ( 10.0) ( 10.0)

21 9 6 - - 3 3 -

(100.0) ( 42.9) ( 28.6) - - ( 14.3) ( 14.3) -

4 2 1 - - 1 - -

(100.0) ( 50.0) ( 25.0) - - ( 25.0) - -

8 4 2 - 1 1 - -

(100.0) ( 50.0) ( 25.0) - ( 12.5) ( 12.5) - -

3 2 1 - - - - -

(100.0) ( 66.7) ( 33.3) - - - - -

6 2 2 - 1 - - 1

(100.0) ( 33.3) ( 33.3) - ( 16.7) - - ( 16.7)

18 7 7 - - 3 1 -

(100.0) ( 38.9) ( 38.9) - - ( 16.7) ( 5.6) -

184 74 59 5 11 25 7 3

(100.0) ( 40.2) ( 32.1) ( 2.7) ( 6.0) ( 13.6) ( 3.8) ( 1.6)

111 43 40 2 4 12 7 3

(100.0) ( 38.7) ( 36.0) ( 1.8) ( 3.6) ( 10.8) ( 6.3) ( 2.7)

54 16 15 2 2 13 5 1

(100.0) ( 29.6) ( 27.8) ( 3.7) ( 3.7) ( 24.1) ( 9.3) ( 1.9)

退職時の
基本給×
一定率

無記入その他
別テーブル

方式

（退職時の基
本給＋手当）
×一定率

退職時の基
本給＋手当

（単位：社、％）

労組無

運 輸 業 ， 郵 便 業

10 ～ 49 人

50 ～ 99 人

医 療 ， 福 祉

情 報 通 信 業

退職金算定
基礎額制度
導入企業数

労組有

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

調 査 産 業 計

区分

建 設 業

製 造 業

退職時の基
本給

100 ～ 299 人

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ，
専門・技術サービス業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

生活関連サービス業，
娯 楽 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に
分 類 さ れ な い も の ）

教 育 ， 学 習 支 援 業
( 学 校 教 育 を 除 く ）

第７表－④　退職金算定基礎額の算出方法
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1年未満 1年 2年 3年 4年 5年以上 無記入

730 5 126 87 356 28 71 57

(100.0) ( 0.7) ( 17.3) ( 11.9) ( 48.8) ( 3.8) ( 9.7) ( 7.8)

83 - 20 16 39 1 3 4

(100.0) - ( 24.1) ( 19.3) ( 47.0) ( 1.2) ( 3.6) ( 4.8)

647 5 106 71 317 27 68 53

(100.0) ( 0.8) ( 16.4) ( 11.0) ( 49.0) ( 4.2) ( 10.5) ( 8.2)

74 1 14 5 33 4 8 9

(100.0) ( 1.4) ( 18.9) ( 6.8) ( 44.6) ( 5.4) ( 10.8) ( 12.2)

247 - 37 26 139 7 17 21

(100.0) - ( 15.0) ( 10.5) ( 56.3) ( 2.8) ( 6.9) ( 8.5)

43 - 8 5 19 3 6 2

(100.0) - ( 18.6) ( 11.6) ( 44.2) ( 7.0) ( 14.0) ( 4.7)

45 - 7 3 25 - 4 6

(100.0) - ( 15.6) ( 6.7) ( 55.6) - ( 8.9) ( 13.3)

124 - 19 19 56 5 12 13

(100.0) - ( 15.3) ( 15.3) ( 45.2) ( 4.0) ( 9.7) ( 10.5)

37 2 11 6 16 1 1 -

(100.0) ( 5.4) ( 29.7) ( 16.2) ( 43.2) ( 2.7) ( 2.7) -

20 - 4 5 6 - 5 -

(100.0) - ( 20.0) ( 25.0) ( 30.0) - ( 25.0) -

45 1 9 7 18 2 4 4

(100.0) ( 2.2) ( 20.0) ( 15.6) ( 40.0) ( 4.4) ( 8.9) ( 8.9)

15 - 2 1 5 2 4 1

(100.0) - ( 13.3) ( 6.7) ( 33.3) ( 13.3) ( 26.7) ( 6.7)

17 - 5 - 12 - - -

(100.0) - ( 29.4) - ( 70.6) - - -

7 - 1 2 2 2 - -

(100.0) - ( 14.3) ( 28.6) ( 28.6) ( 28.6) - -

18 - 3 3 7 1 4 -

(100.0) - ( 16.7) ( 16.7) ( 38.9) ( 5.6) ( 22.2) -

38 1 6 5 18 1 6 1

(100.0) ( 2.6) ( 15.8) ( 13.2) ( 47.4) ( 2.6) ( 15.8) ( 2.6)

388 1 60 37 184 21 47 38

(100.0) ( 0.3) ( 15.5) ( 9.5) ( 47.4) ( 5.4) ( 12.1) ( 9.8)

213 3 37 31 105 3 19 15

(100.0) ( 1.4) ( 17.4) ( 14.6) ( 49.3) ( 1.4) ( 8.9) ( 7.0)

129 1 29 19 67 4 5 4

(100.0) ( 0.8) ( 22.5) ( 14.7) ( 51.9) ( 3.1) ( 3.9) ( 3.1)

1年未満 1年 2年 3年 4年 5年以上 無記入

730 21 180 58 215 17 51 188

(100.0) ( 2.9) ( 24.7) ( 7.9) ( 29.5) ( 2.3) ( 7.0) ( 25.8)

83 1 33 10 19 - 2 18

(100.0) ( 1.2) ( 39.8) ( 12.0) ( 22.9) - ( 2.4) ( 21.7)

647 20 147 48 196 17 49 170

(100.0) ( 3.1) ( 22.7) ( 7.4) ( 30.3) ( 2.6) ( 7.6) ( 26.3)

74 2 20 2 24 4 6 16

(100.0) ( 2.7) ( 27.0) ( 2.7) ( 32.4) ( 5.4) ( 8.1) ( 21.6)

247 3 54 21 89 3 12 65

(100.0) ( 1.2) ( 21.9) ( 8.5) ( 36.0) ( 1.2) ( 4.9) ( 26.3)

43 1 11 2 9 2 6 12

(100.0) ( 2.3) ( 25.6) ( 4.7) ( 20.9) ( 4.7) ( 14.0) ( 27.9)

45 2 13 1 14 - 2 13

(100.0) ( 4.4) ( 28.9) ( 2.2) ( 31.1) - ( 4.4) ( 28.9)

124 3 24 15 33 2 10 37

(100.0) ( 2.4) ( 19.4) ( 12.1) ( 26.6) ( 1.6) ( 8.1) ( 29.8)

37 2 15 3 10 1 - 6

(100.0) ( 5.4) ( 40.5) ( 8.1) ( 27.0) ( 2.7) - ( 16.2)

20 2 4 2 6 - 2 4

(100.0) ( 10.0) ( 20.0) ( 10.0) ( 30.0) - ( 10.0) ( 20.0)

45 3 11 6 9 2 2 12

(100.0) ( 6.7) ( 24.4) ( 13.3) ( 20.0) ( 4.4) ( 4.4) ( 26.7)

15 1 3 - 1 1 3 6

(100.0) ( 6.7) ( 20.0) - ( 6.7) ( 6.7) ( 20.0) ( 40.0)

17 - 8 1 5 - - 3

(100.0) - ( 47.1) ( 5.9) ( 29.4) - - ( 17.6)

7 - 1 2 - 1 - 3

(100.0) - ( 14.3) ( 28.6) - ( 14.3) - ( 42.9)

18 1 5 1 4 1 4 2

(100.0) ( 5.6) ( 27.8) ( 5.6) ( 22.2) ( 5.6) ( 22.2) ( 11.1)

38 1 11 2 11 - 4 9

(100.0) ( 2.6) ( 28.9) ( 5.3) ( 28.9) - ( 10.5) ( 23.7)

388 10 87 26 109 12 35 109

(100.0) ( 2.6) ( 22.4) ( 6.7) ( 28.1) ( 3.1) ( 9.0) ( 28.1)

213 7 51 21 68 2 14 50

(100.0) ( 3.3) ( 23.9) ( 9.9) ( 31.9) ( 0.9) ( 6.6) ( 23.5)

129 4 42 11 38 3 2 29

(100.0) ( 3.1) ( 32.6) ( 8.5) ( 29.5) ( 2.3) ( 1.6) ( 22.5)

（単位：社、年、％）

会社都合退職

区分
退職一時金制
度導入企業数

10 ～ 49 人

50 ～ 99 人

自己都合退職

100 ～ 299 人

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ，
専門・技術サービス業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に
分 類 さ れ な い も の ）

教 育 ， 学 習 支 援 業
( 学 校 教 育 を 除 く ）

退職一時金制
度導入企業数

労組有

金 融 業 ， 保 険 業

労組有

労組無

建 設 業

区分

建 設 業

製 造 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

労組無

生活関連サービス業，
娯 楽 業

調 査 産 業 計

医 療 ， 福 祉

情 報 通 信 業

卸 売 業 ， 小 売 業

調 査 産 業 計

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ，
専門・技術サービス業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

製 造 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

10 ～ 49 人

50 ～ 99 人

100 ～ 299 人

生活関連サービス業，
娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業
( 学 校 教 育 を 除 く ）

医 療 ， 福 祉

サ ー ビ ス 業 （ 他 に
分 類 さ れ な い も の ）

第７表－⑤　退職一時金を受給するための最低勤続年数
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功労
加算

役付
加算

年齢
加算

業務上
死傷病

業務外
死傷病

早期
退職者
優遇

無記入

730 273 219 45 20 55 26 17 3 437 20

(100.0) ( 37.4) ( 59.9) ( 2.7)

<100.0> < 80.2> < 16.5> < 7.3> < 20.1> < 9.5> < 6.2> < 1.1>

83 45 30 9 6 12 3 6 1 36 2

(100.0) ( 54.2) ( 43.4) ( 2.4)

<100.0> < 66.7> < 20.0> < 13.3> < 26.7> < 6.7> < 13.3> < 2.2>

647 228 189 36 14 43 23 11 2 401 18

(100.0) ( 35.2) ( 62.0) ( 2.8)

<100.0> < 82.9> < 15.8> < 6.1> < 18.9> < 10.1> < 4.8> < 0.9>

74 28 22 6 3 5 3 2 1 45 1

(100.0) ( 37.8) ( 60.8) ( 1.4)

<100.0> < 78.6> < 21.4> < 10.7> < 17.9> < 10.7> < 7.1> < 3.6>

247 86 71 17 6 18 10 6 1 153 8

(100.0) ( 34.8) ( 61.9) ( 3.2)

<100.0> < 82.6> < 19.8> < 7.0> < 20.9> < 11.6> < 7.0> < 1.2>

43 17 13 3 1 3 1 2 - 26 -

(100.0) ( 39.5) ( 60.5) -

<100.0> < 76.5> < 17.6> < 5.9> < 17.6> < 5.9> < 11.8> -

45 16 9 4 2 5 - - - 27 2

(100.0) ( 35.6) ( 60.0) ( 4.4)

<100.0> < 56.3> < 25.0> < 12.5> < 31.3> - - -

124 43 35 7 1 10 4 1 - 75 6

(100.0) ( 34.7) ( 60.5) ( 4.8)

<100.0> < 81.4> < 16.3> < 2.3> < 23.3> < 9.3> < 2.3> -

37 22 19 3 2 5 4 3 - 15 -

(100.0) ( 59.5) ( 40.5) -

<100.0> < 86.4> < 13.6> < 9.1> < 22.7> < 18.2> < 13.6> -

20 13 11 1 1 2 - 1 - 6 1

(100.0) ( 65.0) ( 30.0) ( 5.0)

<100.0> < 84.6> < 7.7> < 7.7> < 15.4> - < 7.7> -

45 18 12 2 3 4 3 2 1 25 2

(100.0) ( 40.0) ( 55.6) ( 4.4)

<100.0> < 66.7> < 11.1> < 16.7> < 22.2> < 16.7> < 11.1> < 5.6>

15 5 4 - - 1 - - - 10 -

(100.0) ( 33.3) ( 66.7) -

<100.0> < 80.0> - - < 20.0> - - -

17 4 4 - - - - - - 13 -

(100.0) ( 23.5) ( 76.5) -

<100.0> <100.0> - - - - - -

7 3 3 - - 1 - - - 4 -

(100.0) ( 42.9) ( 57.1) -

<100.0> <100.0> - - < 33.3> - - -

18 4 4 1 - - - - - 14 -

(100.0) ( 22.2) ( 77.8) -

<100.0> <100.0> < 25.0> - - - - -

38 14 12 1 1 1 1 - - 24 -

(100.0) ( 36.8) ( 63.2) -

<100.0> < 85.7> < 7.1> < 7.1> < 7.1> < 7.1> - -

388 130 114 18 7 22 10 5 1 246 12

(100.0) ( 33.5) ( 63.4) ( 3.1)

<100.0> < 87.7> < 13.8> < 5.4> < 16.9> < 7.7> < 3.8> < 0.8>

213 79 62 14 6 14 6 3 1 129 5

(100.0) ( 37.1) ( 60.6) ( 2.3)

<100.0> < 78.5> < 17.7> < 7.6> < 17.7> < 7.6> < 3.8> < 1.3>

129 64 43 13 7 19 10 9 1 62 3

(100.0) ( 49.6) ( 48.1) ( 2.3)

<100.0> < 67.2> < 20.3> < 10.9> < 29.7> < 15.6> < 14.1> < 1.6>

建 設 業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

生活関連サービス業，
娯 楽 業

労組有

製 造 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に
分 類 さ れ な い も の ）

10 ～ 49 人

学 術 研 究 ，
専門・技術サービス業

（注）「制度あり」の内訳項目は複数回答のため、「制度あり」と回答した企業数と一致しない。

教 育 ， 学 習 支 援 業
( 学 校 教 育 を 除 く ）

医 療 ， 福 祉

制度なし

（単位：社、％）

無記入
退職一時
金制度導
入企業数

制度あり

労組無

50 ～ 99 人

100 ～ 299 人

調 査 産 業 計

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

第７表－⑥　退職一時金の特別加算制度
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確定拠出
企業年金
(企業型)

確定給付
企業年金

厚生年金基金
企業独自
の年金

その他 無記入

182 82 81 25 1 15 14

(100.0) ( 45.1) ( 44.5) ( 13.7) ( 0.5) ( 8.2) ( 7.7)

38 14 24 4 - 2 1

(100.0) ( 36.8) ( 63.2) ( 10.5) - ( 5.3) ( 2.6)

144 68 57 21 1 13 13

(100.0) ( 47.2) ( 39.6) ( 14.6) ( 0.7) ( 9.0) ( 9.0)

16 7 7 3 - 1 2

(100.0) ( 43.8) ( 43.8) ( 18.8) - ( 6.3) ( 12.5)

61 28 28 8 - 6 6

(100.0) ( 45.9) ( 45.9) ( 13.1) - ( 9.8) ( 9.8)

16 6 9 2 1 1 -

(100.0) ( 37.5) ( 56.3) ( 12.5) ( 6.3) ( 6.3) -

8 1 4 2 - 1 -

(100.0) ( 12.5) ( 50.0) ( 25.0) - ( 12.5) -

26 9 7 6 - 2 6

(100.0) ( 34.6) ( 26.9) ( 23.1) - ( 7.7) ( 23.1)

17 11 7 - - - -

(100.0) ( 64.7) ( 41.2) - - - -

6 2 4 2 - 1 -

(100.0) ( 33.3) ( 66.7) ( 33.3) - ( 16.7) -

11 3 6 - - 2 -

(100.0) ( 27.3) ( 54.5) - - ( 18.2) -

3 3 - - - - -

(100.0) (100.0) - - - - -

2 1 1 - - - -

(100.0) ( 50.0) ( 50.0) - - - -

3 3 - - - - -

(100.0) (100.0) - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

13 8 8 2 - 1 -

(100.0) ( 61.5) ( 61.5) ( 15.4) - ( 7.7) -

66 24 15 13 - 10 13

(100.0) ( 36.4) ( 22.7) ( 19.7) - ( 15.2) ( 19.7)

64 30 34 4 - 2 1

(100.0) ( 46.9) ( 53.1) ( 6.3) - ( 3.1) ( 1.6)

52 28 32 8 1 3 -

(100.0) ( 53.8) ( 61.5) ( 15.4) ( 1.9) ( 5.8) -

（単位：社、％）

労組無

運 輸 業 ， 郵 便 業

10 ～ 49 人

50 ～ 99 人

医 療 ， 福 祉

情 報 通 信 業

複数回答

金 融 業 ， 保 険 業

調 査 産 業 計

退職年金制度
導入企業数

労組有

卸 売 業 ， 小 売 業

区分

建 設 業

製 造 業

（注）複数回答のため、合計は集計企業数と一致しない。

100 ～ 299 人

不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ，
専門・技術サービス業

宿 泊 業 ，
飲 食 サ ー ビ ス 業

生活関連サービス業，
娯 楽 業

サ ー ビ ス 業 （ 他 に
分 類 さ れ な い も の ）

教 育 ， 学 習 支 援 業
( 学 校 教 育 を 除 く ）

第７表－⑦　退職年金の支払準備形態
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